
南知多町教育委員会（平成２８年４月定例会）会議録 

 

開閉会の日時 

 

平成２８年 ４月２７日（水） 午後 ３時００分 開会 

               午後 ５時１０分 閉会 

開 催 場 所  南知多町役場 第２会議室 

出席した構成員 

 

大森宏隆教育長、小久保五資教育長職務代理者、坂口薫史委員、 

大岩芳子委員、池戸義久委員 

説明のため出席 

した職員 

 

 内田静治教育部長兼学校教育課長、森 崇史社会教育課長    

宮本政明学校給食センター所長、筒井重光指導主事      

鈴木和芳学校教育課学校教育係長   

議 事 日 程  別紙のとおり 

会 議 の 経 過 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別 紙）   平成２８年４月 定例教育委員会 会議日程  

 

                     日 時  平成２８年４月２７日（水） 

                     午後３時００分 

                      場 所  南知多町役場 第２会議室 

日程１ 会議録の承認 

 

日程２ 教育長報告 

 

日程３ 協議・報告事項その他自由討議 

  (1)  後援等申込みについて 

 

(2)  平成２８年度学校医等の委嘱について 

 

(3)  南知多町立小中学校教務主任等の任命について 

 

(4)  平成２８年度小中学校学校評議員の委嘱について 

 

(5)  平成２８年度学校訪問計画について 

 

(6)  平成２８年度国・県・町の委託校について  

 

(7)  児童生徒に関する問題対策について 

 

(8)  児童生徒の就学状況等について 

 

(9)  平成２８年度社会教育事業について 

 

(10) 学校教育課関係の行事予定等について 

 

(11) 社会教育課関係の行事予定等について 

 

(12) 学校給食センター関係の事業等について 

 

(13) その他 
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大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

それでは、ただ今より、２８年４月の定例教育委員会を開会いたし

ます。本日の出席は、私と教育委員４名全員であり、会議は成立いた

します。 

会期は規則の定めるところにより、本日１日限りといたします。 

 

教育委員会の会議は、原則公開でありますが、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第１４条第７項に「人事に関する事件その他の

事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の三分の二以上

の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。」と規定さ

れています。 

つきましては、本日の協議事項である「日程３協議・報告事項その

他自由討議」のうち、「(7) 児童生徒に関する問題対策について」及び 

「(8) 児童生徒の就学状況等について」は、個人情報が多く含まれて

いますので、この部分の会議については、非公開とすることを提案さ

せていただきます。 

それでは、この提案に賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙手全員） 

 

ありがとうございました。挙手全員でありましたので、可決されま

した。 

つきましては、傍聴の方がお見えになりましたら、当該議事の際、

ご退席いただくことになりますので、よろしくお願いします。 

 

それでは、「日程１の会議録の承認」についてに入ります。 

前回３月定例会の会議録を回しますので、ご確認願います。 

 

（前回の会議録を回し、各委員署名を行った。） 

 

それでは、次に移ります。「日程２の教育長報告」につきまして、私

から報告させていただきます。 

（３月定例教育委員会以降参加した知多地方教育事務協議会、町校

長会議を始め、会議その他各行事等の状況について、報告説明した。） 

 

私からの報告は以上であります。 

ご質問等がありましたら、お受けします。 
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大森教育長 

 

 

事務局 

(鈴木学校教育係長) 

(森社会教育課長) 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

事務局 

(鈴木学校教育係長) 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

大岩委員 

 

 

事務局 

（内田教育部長） 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 (質問・意見なし) 

 

次に、「日程３ 協議・報告事項その他自由討議」に入ります。 

「(1) 後援等申込みについて」、事務局の説明をお願いします。 

 

（南知多町教育委員会教育長に対する事務委任規則により、教育長に

委任されている後援申込み等に係る事務処理状況について、申込みの

あった５件の事業概要等を報告した。） 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

 (質問・意見なし) 

 

ご質問等もないようですので、次に、「(2) 平成２８年度学校医等の

委嘱について」、事務局の説明をお願いします。 

 

（学校医・学校歯科医・学校薬剤師は、学校保健安全法第 23 条の規

定により小中学校に設置義務があること、平成２８年度委嘱にあたり、

篠島小中学校の学校薬剤師から解任の申し出があり、薬剤師会の推薦

をいただき、交代したことを説明した。併せて、学校医等にお願いす

る職務内容について説明した。） 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

 「学校薬剤師から解任の申し出」とは、具体的にどのような理由な

のでしょうか。 

 

今回、解任の申し出があった篠島小中学校の学校薬剤師さんについ

ては、もともと篠島の島民の方ではなく、委嘱に推薦をくださった勤

務先の薬局を、このたびご本人が退職することになったため、後任の

方に委嘱替えをしてほしいという申し出です。 

 

他にご質問等もないようですので、次に、「(3) 南知多町立小中学校

教務主任等の任命について」、事務局の説明をお願いします。 
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事務局 

(鈴木学校教育係長) 

 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

事務局 

(鈴木学校教育係長) 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

事務局 

 (筒井指導主事) 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

（人事異動に伴う町立小中学校における教務主任をはじめ主任、主事

等に係る解任、任命の状況について説明するとともに、小中学校教務

主任等の任命については「南知多町立学校管理規則」に基づき町教育

委員会の権限であること、及びそれらの事務は「教育長に対する事務

委任規則」に基づき教育長に委任されており、校長の意見をきいて、

すでに発令させていただいたことを説明した。) 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

 (質問・意見なし) 

 

ご質問等もないようですので、次に、「(4) 平成２８年度小中学校学

校評議員の委嘱について」、事務局の説明をお願いします。 

 

（保護者や地域住民等の意向を把握し反映させながら、その協力を得

て開かれた学校運営を推進するため、学校評議員を委嘱する旨説明す

るとともに、平成２８年度学校評議員の委嘱状況を説明した。） 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

 (質問・意見なし) 

 

ご質問等もないようですので、次に、「(5) 平成２８年度学校訪問計

画について」及び「(6) 平成２８年度国・県・町の委託校について」、  

事務局の説明をお願いします。 

 

（平成２８年度の学校訪問の実施計画について説明するとともに、各

小中学校の学校訪問にあたっては、全体講評の中で教育委員の指導講

評をお願いする旨等を依頼した。また、平成２８年度における国・県・

町の各委託校の状況について説明した。） 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 
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大森教育長 

 

 

事務局 

(森社会教育課長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

 

 

事務局 

（内田教育部長） 

 

 

 (質問・意見なし) 

 

【「(7) 児童生徒に関する問題対策について」及び「(8) 児童生徒の就

学状況等について」は、非公開において審議されたため、南知多町教

育委員会会議規則第 15条第 3項の規定により、会議録は別途作成】 

 

 

 

次に、「(9) 平成２８年度社会教育事業について」、事務局の説明を

お願いします。 

 

（平成２８年度の社会教育・社会体育等に係る事業計画について説明

した。なお、２８年度から中止させていただく予定の事業として、ま

ず、「少年の主張大会」については、生徒数の減少に加えて、発表の対

象が中学 1 年生ということで、自らの主義主張を大勢の観客の前で発

表させることへの負担の大きさなども考慮に入れ、また、「町綱引大会」

については、成人スポーツの振興を主目的に開始されたものの、成人

のクラブチームがなくなってしまったことに加え、大会開催時期が毎

年２月で、インフルエンザの蔓延時期や高校受験などの準備時期と重

なるとともに、綱引は小中学校の部活動の種目にもなく、初期の目的

は達成されたとの判断から、今年度より、中止させていただきたいと

考えていますので、よろしくお願いします。） 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

 (質問・意見なし) 

 

ご質問等もないようですので、次に、「(10) 学校教育課関係の行事

予定等について」、「(11) 社会教育課関係の行事予定等について」及び

「(12) 学校給食センター関係の事業等について」、順次、事務局の説

明をお願いします。 

 

（学校教育課関係の 4月から 5月にかけての行事予定について、説明

した。） 
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事務局 

（森社会教育課長） 

 

事務局 

（宮本給食ｾﾝﾀｰ所長） 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

事務局 

（内田教育部長） 

 

大森教育長 

 

 

 

 

大森教育長 

 

 

（社会教育課関係の 4月から 5月にかけての行事予定について、説明

した。） 

 

（5月分の給食献立原案について、説明した。） 

 

 

事務局の説明が終わりました。 

ご質問等がありましたらお願いします。 

 

 (質問・意見なし) 

 

ご質問等もないようですので、（13）のその他に入ります。 

事務局、何かありますか。 

 

事務局としては、特に用意していません。 

 

 

事務局としては、特にないとのことですが、委員の皆さまより何か

ありますか。 

 

 (質問・意見なし) 

 

ご質問等もないようですので、以上で本日の予定はすべて終了いた

しました。 

これをもちまして定例教育委員会を閉会いたします。 

どうもありがとうございました。 

 

 

 


